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第１章 大綱策定の趣旨と推進体制 
 
 第１節 大綱策定の背景と趣旨 

 
本市の行政改革の取組は、まず昭和５２年に全庁的に行政事務の総点検を行い、 
３６８項目の事務・事業を見直しています。また、昭和６０年１月の国の「地方公共

団体における行政改革推進の方針の策定について」を受けて、昭和６０年８月に天童

市行政改革大綱を策定するとともに、その後も平成８年３月に、平成８年度から平成 
１２年度までの５か年を実施期間とする天童市行政改革大綱を策定し、それぞれ改革

を実施しています。 
平成１３年２月に策定した天童市行財政改革大綱では、平成１３年度から平成１５

年度までの３か年を実施期間として、５６項目にわたる改革に取り組み、さらに、平

成１８年２月には天童市行財政改革大綱（集中改革プラン）を策定し、１３の分野に

おいて９６項目の具体的な施策を掲げて行財政改革に取り組んできました。 
これらの取組により、定員管理や給与の適正化、事務・事業や組織体制の見直し、

事務・事業の民間委託、透明性の向上と公正な事務を確保するための情報公開条例、

行政手続条例、個人情報保護条例等の制定、行政評価の取組、電子自治体の推進、指

定管理者制度の導入等が着実に進展しています。 
しかしながら、地域経済の厳しい状況等を背景に、行財政運営に対する市民の認識

は厳しく、不断に行政改革に取り組み、その体制を刷新していくことが求められてい

ます。 
また、少子化による人口減少時代が到来し、国・地方を通じた厳しい財政状況の中

で、今後は、住民の負担と選択に基づき、本市にふさわしい公共サービスを提供する

分権型社会システムに転換していく必要があります。 
地域づくり委員会やＮＰＯ活動等の活発化などにより、地域の振興や公共的サービ

スの提供は住民自らが担うという認識も市民に広がりつつあります。これまで行政が

主として提供してきた公共サービスについても、今後は地域において住民団体を始め

ＮＰＯや企業等の多様な主体が提供する多元的な仕組みを整えていく必要があり、行

政が担う役割を重点化していくことが求められています。 
これらの状況を改めて認識のうえ、より一層積極的な行財政改革の取組についてス

ピード感をもって推進するため、第六次天童市行財政改革大綱を策定するものです。 
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第４節 大綱の実施期間 

第２節 大綱の基本方針と目標 

第３節 大綱の位置付け 

 
この大綱は、本市の行財政運営を取り巻く厳しい環境を踏まえつつ、第六次天童市

総合計画の実現に向けて、社会経済情勢の変化に対応しうる柔軟かつ積極的な行政運

営を可能とする経営体制の構築を基本方針とし、これまでの改革を生かしながら、次

に掲げる３つの項目を目標とします。 
 
■ 第六次天童市総合計画の実現と市民サービスの向上 
■ スクラップ・アンド・ビルドの視点に立った行政運営とコスト削減 
■ 最少の経費で最大の効果を発揮するための行政組織と事務・事業の最適化 

 

 
この大綱は、「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針の策定につ

いて」（平成１７年３月２９日付け、総行整第１１号、総務事務次官通知）の趣旨を踏

まえ、分権型社会に対応した本市にふさわしい行財政改革の基本施策や具体的施策を

定めるものです。 
また、第六次天童市総合計画を始めとする本市の各種行政計画及び各部門の改革プ

ランと整合性を保ちながら、連携・補完し、効果的な行財政改革の推進を図ります。 

 
この大綱の実施期間は、平成２１年度を初年度とし、目標年次をその翌年度の平成

２２年度までとします。 
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この大綱の推進に当たっては、市の各担当部局が自ら主体的に取り組むとともに、

天童市行財政改革推進本部と天童市行財政改革市民懇話会がその進行管理、評価及び

見直しを行います。また、この大綱の実施に関する説明責任を確保するため、その内

容や進捗状況について、市報や市のホームページで公表します。 
 
１ 天童市行財政改革推進本部(資料編参照) 

 
(1) 本 部 長 市長 
(2) 副本部長 副市長、教育長 
(3) 本 部 員 総務部長、市民部長、経済部長、建設部長、病院事務局長、消防長、

教育次長、議会事務局長 
 (4) 事務局長 総務部総務課長 
 (5) 事務局次長 総務部財政課長、市長公室長 
 (6) 事務局 総務部総務課 
 
２ 天童市行財政改革市民懇話会(資料編参照) 

 
 天童市行財政改革市民懇話会委員 １６人

 

第５節 大綱の推進体制 
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■ 第六次天童市総合計画の実現と市民サービスの向上 
■ スクラップ・アンド・ビルドの視点に立った行政運営とコスト削減 
■ 最少の経費で最大の効果を発揮するための行政組織と事務・事業の最適化 

 

大綱の目標 

 

１ 少子化による人口減少時代への対応 

２ 分権型社会における公共サービスの見直し 

３ 行政が担う役割の重点化 

４ 行財政改革の取組のスピード化 

５ 不断の行政改革の取組と体制の刷新 

 

 

大綱策定の 

背景と趣旨 

天童市行財政改革推進本部 

本部長 市長  
副本部長 副市長、教育長 
行財政改革大綱の策定及び実施 
行財政改革に係る重要事項の協議 

天童市行財政改革市民懇話会 

委員 １６人 
市民の代表や公募委員から、市

の行財政改革の取組について自

由活発な御意見をいただく。 

第六次天童市行財政改革大綱の策定と推進体制 

行財政改革大綱の進行管理 

行財政改革大綱の策定 

 
市報や市のホームページで 
行財政改革取組結果を公表 
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第２ 大綱の基本施策 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

第１節 分権型社会に対応する行政運営の推進 

 

１ 組織体制の見直しと定員管理の適正化 

 

政策、施策、事務・事業のまとまりを考慮し、事務を効率的に運営できる組織に

再編し、住民ニーズへの迅速な対応やスピーディーな意思決定を行うとともに、職

員の責任と権限が明確化され、意思形成過程が簡素化された組織体制とします。 
また、行政需要に的確に対応するため、職員の定員管理の適正化に努めるととも

に、地方公営企業の職員定数については、市長部局から分離して新たに設定します。 

 

２ 事務・事業の見直し 

 
  行政需要に対する的確な対応、住民サービスの向上、行政運営のコスト削減と効

率化の観点から事務・事業を見直すとともに、受益と負担の公平の確保を図ります。 

 

３ 人事評価システムの導入 

 

分権型社会の担い手にふさわしい人材を育成することが重要な課題であり、人材

育成の観点に立った人事管理や、能力・実績を重視した人事評価システムを試行・

導入します。 

 
民間企業の受託提案や他の自治体の状況などを参考にしながら、組織の規模を踏ま

え、行政運営コストの削減や事務・事業の効率化等の効果を見極めた委託を行います。

その際、企画部門と実施部門の分離や委託実施期間の複数年度化などの様々な手法の

活用を図ります。なお、委託に当たっては、対象事業、選定基準、契約条項などの透

明性を確保するとともに、個人情報の保護や守秘義務の確保に十分留意し、委託した

事務・事業について行政としての責任を果たし得るよう適切に評価・管理を行います。 

第２節 民間委託の推進 



第六次天童市行財政改革大綱 

 - 6 - 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

第３節 持続可能な財政基盤の確立 

 
使用料、利用料、手数料その他の収入について、受益者負担の適正化や徴収率の向

上等に努め、自主財源の確保に努めます。また、各種団体等に対する補助金等につい

ては、行政として対応すべき必要性、費用対効果、経費負担の在り方等について検証

し、整理します。 

第４節 地方公営企業の経営健全化 

 
より一層計画性や透明性が高く、安定した企業経営を推進するため、天童市民病院

への地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）の全部適用や水道事業に関するマ

スタープランの策定に取り組みます。なお、公営企業の情報開示に当たっては、人件

費、料金水準等について他の自治体の公営企業と比較するなど、住民が理解・評価し

やすいように工夫します。 
また、地方公営企業の職員定数を市長部局から分離して新たに設定するとともに、

組織体制や事務・事業の見直し、民間委託等により、定員管理の適正化に努めます。 

第５節 第３セクターの経営改革 

 
地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号。以下「財政

健全化法」という。）の施行に伴い、累積債務等により経営が著しく悪化した第三セク

ターについては、その存廃も含めた改革に関し、年限を区切って外部専門家等で構成

される経営検討委員会を設置し、評価検討を行います。 
この経営検討委員会による検討の結果、経営状況が深刻であると判断された場合に

は、問題を先送りすることなく、経営悪化の原因を検証し、抜本的な経営改善策の実

施や存廃を含めた経営の見直しを行います。 
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第３章 大綱の具体的施策 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

第１節 分権型社会に対応する行政運営の推進 

 

１ 組織体制の見直しと定員管理の適正化 

 

 (1) 観光物産課と商工振興課の統合（平成２２年度） 

   経済部の観光物産課と商工振興課については、観光と産業に関する行政の一体

化を図り、機能的・効率的な組織とするため、平成２１年度中に組織の在り方を

検討し、平成２２年度に統合を行います。 
 

 (2) 下水道事業への地方公営企業法の適用及び下水道課と水道事業所の統合 

（平成２２年度） 

   下水道事業について、平成２２年度に民間企業に準じた公営企業会計方式（複

式簿記）による財務諸表を作成し、平成２３年４月１日から地方公営企業法を適

用します。この公営企業会計の導入により、①経営状況を明確化するとともに使

用料を適切に算定する、②下水道事業の経営を弾力化し、経営意識を向上させる、

③下水道事業に係る資産を有効活用するなどの改革を進めます。 
また、下水道事業に地方公営企業法を適用したうえで、更なる事業の効率化を

図るため、平成２３年度に建設部下水道課と水道事業所を統合し、当該統合に合

わせて、職員定数を市長部局から分離して新たに設定し、定員管理の適正化に努

めます。 

施 策 の 展 開 

 

１ 分権型社会に対応する行政運営の推進 

２ 民間委託の推進 

３ 持続可能な財政基盤の確立 

４ 地方公営企業の経営健全化 

５ 第３セクターの経営改革 

 

 

基 本 施 策 
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 (3) 農業委員会事務局の組織の見直し（平成２２年度） 

   農業委員会事務局長の兼務については、主として農地に関する事務を行う農業

委員会の役割と市長部局の土地基盤や生産向上等の施策を推進する役割の両面か

ら相互に連携・補完して総合的に本市の農業振興を展開していく観点から、平成

２２年度に実施します。 

 

 (4) 学校技能士の配置の見直し（平成２１・２２年度） 

現在２人体制である大規模学校の技能士については、市全体の技能士の配置を

考慮しながら、技能士２人のうち１人を計画的に嘱託職員とします。 
 

 (5) 田麦野公民館と高原の里交流施設の職員体制の見直し（平成２２年度） 

   市立田麦野公民館と市立高原の里交流施設は複合施設として運営しています

が、管理運営と組織の効率化を図るため、平成２１年度中に組織や職員体制の見

直しを行い、平成２２年度から新体制とします。 
 
 (6) 監査機能の充実（平成２１年度） 

随時監査、行政監査、財政支援団体の監査などの監査に対応し、監査機能を一

層充実するとともに、行政事務の透明性の確保を図るため、平成２１年度から監

査の実施計画、結果等について、市のホームページで公表します。 
 

２ 事務・事業の見直し 

 

(1) 児童館の機能等の見直し（平成２２年度） 

   市児童館については、保育ニーズの動向を見据えながら、平成２２年度に児童

館の機能、保育時間、保育日数、入所要件、使用料等を見直します。 

 

 (2) 小中学校予算執行事務の見直し（平成２２年度） 

教育委員会教育総務課が一括して行っている市立小中学校の予算執行事務につ

いては、予算の適正管理、支払いの迅速化及び事務の効率化を図るため、平成  
２２年度から各小中学校において処理するようシステムや事務を見直します。 

 

３ 人事評価システムの導入（平成２２年度） 

 

分権型社会の担い手にふさわしい人材を育成する観点に立ち、平成２１年度中に

人事管理並びに能力及び実績を重視した人事評価システムを検討し、平成２２年度

から試行・導入を図ります。 

施 策 の 展 開 
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１ 指定管理者制度の見直し 

 

 (1) 指定管理者制度に関する運用基準の策定と見直し（平成２１年度） 

平成１７年８月に指定管理者制度に係る基本方針、事務処理の手続等をまとめ

た天童市指定管理者制度の指針を制定し、公の施設への指定管理者制度の導入を

進めたことにより、民間の経営・管理の能力を生かした市民サービスの向上や経

費縮減による財政効果等の成果を上げてきました。 
一方、指定管理者制度導入の適否、指定管理者に関する評価及び監査、法律の

運用による対象施設の拡大、利用料金制度導入の適否、社会経済情勢の著しい変

化があった場合の委託料の取扱いなどの課題も生じているため、当該課題に対応

する観点から、平成２１年度に指定管理者制度に関する運用基準を策定するとと

もに、必要に応じて随時当該運用基準の見直しを行います。 
 

 (2) 指定管理者制度に関する評価と協定等の見直し（平成２１・２２年度） 

   指定管理者制度を導入している施設について、受託者が市との協定に従って各

施設において適正かつ確実なサービスを提供しているかを平成２１年度に検証す

るとともに、委託内容及び管理に係る課題の整理を行い、必要に応じて、平成  
２２年度以降の市と指定管理者との協定等を見直します。 

 

２ 納税に関する納付案内の民間委託（平成２１年度） 

 

  未納者対策の一環として、平成２１年度から納税に関する電話による納付案内を

民間業者に委託し、納税勧奨を行います。具体的には、現年度分の市税、国民健康

保険税、税外収入について休日や夜間を中心に電話による納付案内を実施し、税の

徴収体制を強化します。 
 

３ 保育園・児童館への民間活力の導入（平成２２年度） 

 

  市立保育園及び市児童館への民間活力の導入について、子育て環境の変化などに

よる市全体の保育ニーズの動向を見据えながら、新わらべプラン後期計画に位置づ

けます。 
 

４ 水道業務の民間委託（平成２２年度） 

 
  給水装置工事に関する申込み・審査・完了検査の業務について、平成２２年度か

ら民間の事業者へ業務委託を行います。 

施 策 の 展 開 第２節 民間委託の推進 
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第３節 持続可能な財政基盤の確立 

 

１ 使用料及び利用料の見直し（平成２１・２２年度） 

 

公共施設の使用等に関する受益者負担の適正化を図るため、平成２１年度に、使

用料及び利用料の減額・免除の見直しを行います。また、使用料及び利用料に関す

る受益者負担、算定方法、見直し時期等に関する基準を平成２２年度に策定します。 
 

２ 補助金の見直し（平成２１・２２年度） 

 

補助金の定義の明確化、見直し時期の明示等補助金の在り方に関する基本方針を

平成２１年度に策定し、平成２２年度から適用します。 

施 策 の 展 開 

第４節 地方公営企業の経営健全化 

 

１ 天童市民病院への地方公営企業法の全部適用（平成２２年度） 

 

天童市民病院に対して、平成２２年４月から地方公営企業法を全部適用することに

より、市長が任命する病院事業管理者が組織、予算等の権限を掌理し、経営責任の明

確化、機動性・迅速性の発揮、自立性の拡大、経営意識の向上を図って、市民の信頼

にこたえる健全で安定的な病院経営を行います。また、天童市民病院の職員定数を市

長部局から分離して新たに設定し、定員管理の適正化に努めます。 
 

２ 天童市水道ビジョンの策定（平成２１年度） 

 

  近年、水道水に対する利用者のニーズが高度化・多様化するとともに、安全性の

向上や災害に影響されない安定性などが求められています。その一方で、人口減少

社会の到来や、社会的な節水傾向の影響などにより、水道水の需要は頭打ちとなっ

ています。このような状況の中、安全な水の安定供給と健全経営を実現するための

マスタープランとして、本市の水道事業が目指す将来像と取り組むべき施策を明ら

かにした天童市水道ビジョンを策定するとともに、社会経済情勢の変化に対応して

随時その内容の見直しを行います。 

施 策 の 展 開 
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第５節 第３セクターの経営改革 

 
 

１ 財団法人天童市牧野公社の経営の見直しと解散（平成２１・２２年度） 

 

財政健全化法による地方自治体の将来負担比率算定において、ＢランクからＥラ

ンクまでに該当する第三セクターは、経営検討委員会を設置し、その改革案を策定

することとされています。財団法人天童市牧野公社（以下「牧野公社」という。）は、

地方自治体の将来負担比率算定の最低ランクであるＥランクに該当するため、牧野

公社の負債は本市の実質負担債務となります。 
市は、平成２０年度に財団法人天童市牧野公社経営検討委員会を設置し、牧野公

社の事業に係る需要動向、経営収支、組織存続等の見通しについて検討を行った結

果、牧野公社の経営の継続は困難であり、牧野公社は解散が妥当であるとの答申を

得ました。このため、平成２１年度に牧野公社が管理している公の施設等の管理運

営の在り方を検討するとともに、平成２２年度から解散に向けた協議、手続等を進

め、平成２３年度に牧野公社を解散します。 
 

 

２ 株式会社スポーツクラブ天童の経営改革（平成２１年度） 

 

市の第三セクターである株式会社スポーツクラブ天童は、財政健全化法による地

方自治体の将来負担比率算定において、Ｃランクに該当します。このため、市は、

平成２１年度に株式会社スポーツクラブ天童経営検討委員会を設置し、抜本的な経

営改善策の実施や会社の存廃を含めた経営の見直しを行います。 
 

施 策 の 展 開 



第六次天童市行財政改革大綱 

 - 13 - 

 
 
 

基本施策 具体的施策 実施年度 

１ 組織体制の見直しと定員管理の適正化  

(1) 観光物産課と商工振興課の統合 平成２２年度 

(2) 下水道事業への地方公営企業法の適用及
び下水道課と水道事業所の統合（平成２３年

４月１日に地方公営企業法を適用し、平成  
２３年度に下水道課と水道事業所を統合） 

平成２２年度 

(3) 農業委員会事務局の組織の見直し 平成２２年度 

(4) 学校技能士の配置の見直し 平成２１・２２年度 

(5) 田麦野公民館と高原の里交流施設の職員
体制の見直し 

平成２２年度 

(6) 監査機能の充実 平成２１年度 

２ 事務事業の見直し  
(1) 児童館の機能等の見直し 平成２２年度 

(2) 小中学校予算執行事務の見直し 平成２２年度 

分権型社会に

対応する行政

運営の推進 

３ 人事評価システムの導入 平成２２年度 

１ 指定管理者制度の見直し  

(1) 指定管理者制度に関する運用基準の策定
と見直し 

平成２１年度 

(2) 指定管理者制度に関する評価と協定等の
見直し 

平成２１・２２年度 

２ 納税に関する催告の民間委託 平成２１年度 

３ 保育園・児童館への民間活力の導入 平成２２年度 

民間委託の推

進 

４ 水道業務の民間委託 平成２２年度 

１ 使用料及び利用料の見直し 平成２１・２２年度 持続可能な財

政基盤の確立 ２ 補助金の見直し 平成２１・２２年度 

１ 天童市民病院への地方公営企業法の全部適

用 

平成２２年度 
地方公営企業

の経営健全化 
２ 天童市水道ビジョンの策定 平成２１年度 

１ 財団法人天童市牧野公社の経営の見直しと

解散 

平成２１・２２年度 
第３セクター

の経営改革 
２ 株式会社スポーツクラブ天童の経営改革 平成２１年度 

第六次天童市行財政改革大綱の具体的施策 
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第４章 第六次天童市総合計画の実現 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１節 第六次天童市総合計画のまちづくりの目標 

 
 第六次天童市総合計画（以下「総合計画」という。）の基本構想の施策では、次の５

つのまちづくりの目標を掲げています。なお、具体的な施策については、総合計画の

基本構想や基本計画で定めます。 
 
 １ 安心して健やかに暮らせるまちづくり 

 

 ２ 魅力と活力ある産業のまちづくり 

 

 ３ 緑ある住みよい環境のまちづくり 

 

 ４ 生き生きとした人をはぐくむまちづくり 

 

 ５ 健全な行財政運営と協働のまちづくり 

 
この大綱の推進により、事務・事業と行政組織の最適化を図ったうえ、無駄を省い

て削減した行政運営コストについては、第１節に掲げる総合計画の基本構想のまちづ

くりの目標を実現するための経費に充当します。 
また、この大綱の実施期間終了後においても、不断に行政改革に取り組み、体制を

刷新するための新たな行財政改革大綱を策定し、第六次天童市総合計画に掲げる施策

の実現を図っていきます。 

第２節 第六次天童市総合計画の実現に向けて 
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行財政改革大綱策定 
 

基本施策 

５項目 
 

具体的施策 

２０項目 

 

進行管理 

 

天童市行財政改革 

推進本部 
 

天童市行財政改革 

市民懇話会 
 

大綱の目標達成 
 

総合計画の実現と 

市民サービス向上 
 

行政コスト削減 
 

行政組織と事務 

・事業の最適化 

第六次天童市総合計画の実現に向けて 

行財政改革のサイクル 
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第六次天童市行財政改革大綱資料編 

 

 
 

 

天童市行財政改革推進本部設置要綱 

平成７年訓令第８号 
 

（設置） 
第１条 社会経済情勢に対応した地方分権の時代にふさわしい簡素で効率的な行政シス

テムの確立に資するため、天童市行財政改革推進本部（以下「本部」という。）を設置

する。 
（所掌事務） 
第２条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 天童市行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。 
(2) 前号に掲げるもののほか、行財政改革に係る重要事項に関すること。 
（組織） 
第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 
２ 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。 
３ 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。 
（本部長及び副本部長） 
第４条 本部長は、本部を統括する。 
２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長があらかじめ定め

る順序によりその職務を代理する。 
（会議） 
第５条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。 
２ 本部長は、必要があるときは、会議に本部員以外の者の出席を求めて意見を聴くこ

とができる。 
（幹事会） 
第６条 本部に特定の事項を調査及び検討させるため、必要に応じ幹事会を置くことが

できる。 
２ 幹事会に関し必要な事項は、本部長が別に定める。 
（事務局） 
第７条 本部に庶務その他の事務を処理させるため、事務局を置く。 
２ 事務局は、事務局長、事務局次長及び事務局員をもって組織する。 

１ 天童市行財政改革推進本部設置要綱 
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３ 事務局長は、総務部総務課長をもって充て、事務局次長は、財政課長及び市長公室

長をもって充てる。 
４ 事務局員は、事務局長が指名する者をもって充てる。 
（委任） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 
附 則 

この訓令は、令達の日から施行する。 
 
附 則（平成１２年３月３０日訓令第６号） 

この訓令は、平成１２年４月１日から施行する。 
 
附 則（平成１９年３月３０日訓令第２３号） 

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 
 
附 則（平成２０年３月２７日訓令第４号） 

この訓令は、平成２０年４月１日から施行する。 
 

附 則（平成２１年３月３１日訓令第１６号） 
この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。 

 
 
別表（第３条関係） 

 

総務部長 

市民部長 

経済部長 

建設部長 

病院事務局長 

消防長 

教育次長 

本部員 

議会事務局長 
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天童市行財政改革市民懇話会委員名簿 

 
平成２１年５月現在 

番号 氏 名 役職等の名称 摘要 

１ 大山 惣右エ門 天童市老人クラブ連合会会長  

２ 髙 橋 ゆき江 天童温泉お駒会会長  

３ 佐 藤 慎 三 山形銀行天童支店長  

４ 赤 塚 文 昭 公募委員  

５ 大 石 俊 樹 天童市清池工業団地管理組合理事長  

６ 佐 藤 泰 子 天童市婦人団体連絡協議会会長  

７ 鈴 木 理 文 学識経験者  

８ 近 野 和 弘 天童市連合青壮年会会長  

９ 佐 藤 辰 也 公募委員  

１０ 後 藤 健 二 天童市ＰＴＡ連合会会長  

１１ 山 口 静 子 天童市農業委員会委員(女性委員)  

１２ 國 井 幸 夫 天童市自主防災会連絡協議会会長  

１３ 黒 澤 光 高 山形新聞社天童支社長  

１４ 佐 藤 信 孝 公募委員  

１５ 大 川 健 嗣 学識経験者 座長 

１６ 矢 野 登喜子 公募委員  

 
 
 
 
 

２ 天童市行財政改革市民懇話会委員 
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第六次天童市行財政改革大綱策定の経過  

 

 
 

日 程 会議名等 内  容 

平成２１年 

５月１８日（月) 

第１回行財政改革推進本

部事務局会議 
新行財政改革大綱の策定について 

６月１８日（木) 
第１回行財政改革推進本

部会議 

第六次行財政改革大綱骨子案につい

て 

７月１３日（月) 

～７月２７日（月) 

第六次行財政改革大綱に

関する提案書の提出 

各担当部局が第六次行財政改革大綱

策定に関する提案書を総務課に提出 

９月１７日（金) 

～１０月２日（月) 

第六次行財政改革大綱素

案に関する協議 

第六次行財政改革大綱素案について

各関係部局に協議 

９月２５日（金) 
第２回行財政改革推進本

部事務局会議 

第六次行財政改革大綱素案の課題整

理 

１０月 ９日（金) 
第２回行財政改革推進本

部会議 
第六次行財政改革大綱案の検討 

１０月１４日（火) 
第六次行財政改革大綱案

に係る関係部課長会議 

第六次行財政改革大綱案に係る課題

の協議（下水道課・水道事業所統合） 

１０月２７日（火) 

～１１月２日（月) 

第六次行財政改革大綱修

正案に関する協議 

行財政改革推進本部及び関係課等に

第六次行財政改革大綱修正案を協議 

１１月 ４日（水) 行財政改革市民懇話会 
第六次行財政改革大綱案について市

民の代表や公募委員と意見交換 

１１月 ５日（木) 
市議会総務教育常任委員

会研修会 

市議会総務教育常任委員会研修会で

第六次行財政改革大綱案を説明 

１１月９日（月)～

１１月１３日（金) 

第六次行財政改革大綱案

に関する協議 

第六次行財政改革大綱案について各

課等に協議 

１１月１３日（金) 
市議会総務教育常任委員

会 

市議会総務教育常任委員会に対して

第六次行財政改革大綱案を説明 

１１月１３日（金) 
第六次行財政改革大綱の

策定 

第六次行財政改革大綱を策定 

（市長決裁） 

１１月２４日（火) 
平成２１年度第１７回部

長会 

部長会に第六次行財政改革大綱の策

定を報告 

１２月 １日（火) 
第六次行財政改革大綱の

公表 

第六次行財政改革大綱を市報及び市

のホームページで公表 

３ 大綱策定の経過 
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